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健康 税保険福祉

　
２
月
28
日（
火
）を
過
ぎ
て
の
受

け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
申

請
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、
至
急

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

臨
時
福
祉
給
付
金

【
給
付
対
象
】

　
平
成
28
年
度
分
市
民
税（
均
等

割
）が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人

備 「
高
齢
者
向
け
給
付
金
」、「
障

害・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向

け
給
付
金
」の
支
給
対
象
者
も

給
付
対
象
で
す
。

注 

市
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ

て
い
る
人
の
扶
養
親
族
や
生
活

保
護
制
度
の
被
保
護
者
な
ど
は

対
象
外
で
す
。
ま
た
、
Ｄ
Ｖ
被

害
に
よ
り
避
難
し
て
い
る
人

は
、
守
口
市
に
住
民
票
が
な
く

て
も
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
給
付
額
】

１
人
３
千
円（
１
回
限
り
の
支
給
）

障
害・遺
族
基
礎
年
金

 

受
給
者
向
け
給
付
金

【
給
付
対
象
】

　
平
成
28
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金

７
階（
旧
守
口
Ｍ
Ｉ
Ｄ
ビ
ル
）市
役

所
よ
り
東
へ
約
300
ｍ

受
付
日
時　
平
日
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
30
分

問 

健
康
福
祉
部・総
務
課・臨
時
福

祉
給
付
金
担
当
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

℡ 

０
５
７
０
・
２
０
０
・
１
９
２

制
度
概
要

問 

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
に

厚
生
労
働
省

℡ 

０
５
７
０
・
０
３
７
・
１
９
２

（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」「
障
害・遺
族

年
金
受
給
者
向
け
給
付
金
」の
詐

欺
な
ど
に
注
意

▽ 

市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
A
T

M（
銀
行・コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現

金
自
動
支
払
機
）の
操
作
を
お

願
い
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

▽ 

Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま

せ
ん
。

▽ 

市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
の
職
員

が「
臨
時
福
祉
給
付
金
」を
支
給

す
る
た
め
に
、
手
数
料
な
ど
の

振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
は
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

の
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
障
害
基

礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給（
平
成
28
年
５
月
分
）し
て
い

る
人

注 

高
齢
者
向
け
給
付
金（
３
万
円
）

を
受
給
し
た
人
や
市
民
税（
均

等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

の
扶
養
親
族
や
生
活
保
護
制
度

の
被
保
護
者
な
ど
は
対
象
外
で

す
。

【
給
付
額
】　

１
人
３
万
円（
１
回
限
り
の
支
給
）

各
給
付
金
の
共
通
事
項

支
給
予
定
日　
申
請
受
付
後
２
ヵ

月
程
度

基
準
日　
平
成
28
年
１
月
１
日

申
請
方
法　
郵
送
も
し
く
は
申
請

会
場
で
直
接

申
請
期
限　
２
月
28
日（
火
）

申
請
用
紙　
基
準
日
に
守
口
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

て
、
発
送
日
時
点
で
支
給
対
象
と

見
込
ま
れ
る
人
に
は
平
成
28
年
８

月
末
に
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
。

　
な
お
、
受
給
資
格
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
人
は
、
基
準
日
に
住
民
票

の
あ
る
市
区
町
村
へ
確
認・
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
先　
健
康
福
祉
部・総
務
課・

臨
時
福
祉
給
付
金
担
当

申
請
会
場　
守
口
Ｃ
Ｉ
Ｄ
ビ
ル　

偶
者
、
親
族（
４
親
等
以
内
）な
ど

で
す
。

備 

民
法
の
規
定
に
よ
る
申
立
人

は
、
本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等

内
の
親
族
、
未
成
年
後
見
人
、

未
成
年
後
見
監
督
人
、後
見
人
、

後
見
監
督
人
、
保
佐
人
、
保
佐

監
督
人
、
補
助
人
、
補
助
監
督

人
、検
察
官
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
大
阪
家
庭
裁
判
所

℡ 

０
６
・
６
９
４
３
・
５
３
２
１

成
年
後
見
制
度
と
は

　
認
知
症
高
齢
者・
知
的
障
が
い

者・
精
神
障
が
い
者
な
ど
で
判
断

能
力
が
不
十
分
な
人
は「
預
貯
金

や
不
動
産
な
ど
の
財
産
管
理
」、

「
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
」な
ど

の
契
約
手
続
き
を
自
分
で
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
人
に
代
わ
っ
て
、
本
人

の
財
産
管
理
や
契
約
行
為
を
行
う

な
ど
、
本
人
の
権
利
を
守
る
仕
組

み
が
成
年
後
見
制
度
で
す
。

　
成
年
後
見
制
度
に
は
、「
任
意
後

見
」と「
法
定
後
見
」が
あ
り
ま
す
。

任
意
後
見

　
判
断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た

場
合
に
備
え
て
あ
ら
か
じ
め
、
本

人
が
誰
に
、
ど
の
よ
う
な
支
援
を

し
て
も
ら
う
か
を
契
約
に
よ
り
決

め
て
お
く
後
見
制
度
。

法
定
後
見

　
判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
に
代

わ
っ
て
配
偶
者
や
４
親
等
以
内
の

親
族
な
ど
が
家
庭
裁
判
所
へ
の
申

立
て
に
よ
っ
て
家
庭
裁
判
所
が
選

任
す
る
後
見
制
度
。

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に
は

　
本
人
が
住
ん
で
い
る
地
域
の
家

庭
裁
判
所
に
後
見
な
ど
の
開
始
審

判
請
求
を
申
し
立
て
ま
す
。
申
し

立
て
が
で
き
る
の
は
、
本
人
、
配

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65

歳
以
上
で
、
障
害
者
ま
た
は
特
別

障
害
者
に
準
ず
る
人
は
、所
得
税
、

個
人
市
民
税・
府
民
税
の
障
害
者

控
除
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請

書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

注 

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
所
持

者
は
、
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

申 ・
問
高
齢
介
護
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１
３

時
２
月
18
日（
土
）

説
明
会　
午
後
１
時
〜
３
時

個
別
相
談
会　
午
前
10
時
〜

 

午
後
４
時

場
エ
ナ
ジ
ー
ホ
ー
ル

〈
説
明
会
〉

（
１
）成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
〜

後
見
人
が
で
き
る
こ
と
、
で
き
な

い
こ
と
〜

講
司
法
書
士・宮
本
輝
一
氏

（
２
）相
続・
遺
言
に
つ
い
て
〜
想

い
を
実
現
す
る
遺
言
書
の
書
き
方

の
イ
ロ
ハ
〜

講
司
法
書
士・島
田
悠
香
里
氏

〈
個
別
相
談
会
〉

相
談
員　
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー・

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
大
阪
支
部
会

員・司
法
書
士

定
説
明
会
50
人
、
相
談
会
50
人

備 

市
外
の
人
も
参
加
可

申 ・
問
守
口
市
社
会
福
祉
協
議
会

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
２
７
１
５

FAX 

０
６
・
６
９
９
８
・
３
２
０
１

問 （
公
社
）成
年
後
見
セ
ン
タ
ー・

小
松
正
人
司
法
書
士
事
務
所

℡ 

０
７
２・８
６
７・０
９
０
９

問
高
齢
介
護
課

℡ 

０
６
・
６
９
９
２
・
１
６
１

０
、
１
６
１
３

国民健康保険料・
後期高齢者医療保険料
夜間・休日納付相談

平
成
28
年
度「
臨
時
福
祉
給

付
金
」「
障
害・遺
族
基
礎
年

金
受
給
者
向
け
給
付
金
」

 

２
月
28
日（
火
）ま
で
受
付

所
得
税
、個
人
市
民
税・

 

府
民
税
の
障
害
者
控
除

 

（
要
介
護
認
定
者
）

愛の献血にご協力を
時・場
　▽2月19日(日)
　　 9:30~13:00
　　14:00~15:30
　　佐太小学校
問健康福祉部・総務課   ℡06-6992-1570

▽24日(金)
　10:00~12:00
　13:00~16:30
　京阪電車守口市駅前

善意が寄せられました。
厚くお礼申し上げます。

善意

司
法
書
士
に
よ
る

成
年
後
見・相
続・遺
言
の

 

説
明
会
と
個
別
相
談
会

【社会福祉のために】
門真小売酒販組合守口部会、守口遊技業組合
【福祉行政の推進のために】
ジホー愛の基金　絆（車椅子１台）

至  大阪

淀川工科高校

国道1号線

守口市役所
駐車台数約40台

旧守口
市役所

守口
警察署

携帯
ショップ

守口郵便局

地 下 鉄 守 口 駅

守口駅
（地下鉄谷町線）
①番出口

〒570-0028
守口市本町2-5-18

守口CIDビル 7階
申 請 会 場

【臨時福祉給付金】

守口CIDビル

京阪電車  守口市駅

至  京都

至  枚方市至  京橋

　平日や昼間、仕事などで忙しい人は利用して
ください。
夜閒　 2月 20日 (月 )•21日 (火 )•23日 (木 )•

24日（金）いずれも19:30まで
休日　２月26日（日）10:00~15:00

　現在、納期限までに納付している人との公平
性・公正性を保つため、法令に基づき差押処分
をより一層強化しています。保険料の滞納があ
る場合は、早めに相談してください。

場・問保険収納課、保険課
℡ 06-6992-1538、1545、1625

もりトピ

京阪電車守口市駅前


